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論文式試験問題集

［憲法］
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［憲 法］

報道機関による取材活動については，一般にその公共性が認められているものの，取材対象者

の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ，とりわけ，特定の事件・事象に際し取材活動

が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて，何らかの対策がとられる必要があると指

摘されてきた。中でも，取材活動の対象が，犯罪被害者及びその家族等となる場合，それらの者に

ついては，何の落ち度もなく，悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから，報道機関に

対して批判が向けられてきた。

そのような状況の下で，犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として，これらの者に対する取

材活動を制限する立法が行われることとなった。

具体的には，まず，「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし，

「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で，報道を業と

する者（個人を含む。以下「報道関係者」という。）の取材活動について，犯罪被害者等に対して

取材及び取材目的での接触（自宅・勤務先等への訪問，電話，ファックス，メール，手紙，外出時

の接近等）を行うこと（以下「取材等」という。）を禁止する。ただし，当該犯罪被害者等の同意

がある場合はこの限りでない（この同意は，報道関係者一般に対するものでも，特定の報道関係者

に対するものでもあり得る。）。なお，捜査機関は，捜査に当たる場合には，犯罪被害者等が取材等

に同意するか否かについて確認し，報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほ

か，犯罪被害者等が希望する場合には，その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等

で公表することもできる。

次に，以上の取材等の禁止（犯罪被害者等の同意がある場合を除く。）に違反する報道関係者が

あった場合，捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は，当該報道関係者に対して，行政手続法

等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で，取材等中止命令を発することができる。

この命令に違反した者は処罰される。したがって，犯罪被害者等へ取材等を行うことは，犯罪被害

者等の同意がある場合を除き禁止されるが，直ちに処罰されるわけではなく，処罰されるのは取材

等中止命令が発出されているにもかかわらず，取材等を行った場合であるということになる。

なお，犯罪被害者等は，取材等中止命令の解除を申し出ることができ，その場合，当該命令は

速やかに解除される。また，上述のとおり，犯罪被害者等の同意がある場合は，取材等の禁止は適

用されない。

以上のような立法による取材活動の制限について，その憲法適合性を論じなさい。
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参考答案（答案用紙２枚～３枚を想定） 

１ 本件立法は、報道関係者の取材の自由を刑罰をもって制約するものであ

り２１条１項に反し違憲ではないか。  

２ 報道機関の取材の自由 

報道機関の事実の報道は、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資

料を提供し、国民の知る権利に奉仕するという意義がある。よって、事実

の報道の自由は「その他一切の表現の自由」の一環として憲法２１条１項

で保障される。 

そして、報道機関の報道が正しい内容もつためには、事実に関する取材

が必要不可欠であるから、報道のための取材の自由も憲法２１条１項の精

神に照らし尊重に値する。 

３ 本件立法は、報道関係者が犯罪被害者等の同意がない状態で、同人らに

対して犯罪等について取材することを禁止し、取材等中止命令違反につい

て刑罰を設けることにより、報道関係者取材の自由を制約している。 

４  犯罪被害に関する取材は、これに関する報道を通じて、犯罪減少のため

の立法や犯罪被害者等の救済立法について意見表明をしたり、自分や身近

な人たちの犯罪被害を回避するための方法を考えるきっかけになるもので

あり、民主制の過程において重要な役割を果たす。 

  しかし取材の自由は報道内容の正確性担保のため憲法２１条１項の精神

に照らして尊重されるべきものであり、憲法２１条１項により直接保障さ

れる権利ではないから、報道の自由と同様の基準によって判断されるべき 

ではない。 
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他方で、本件立法の規制態様は、直罰方式ではなく、行手法に従い憲

法上適正な手続きを経たうえで、取材等中止命令に違反した場合に初め

て処罰されるという事後的段階的規制であり、また、捜査機関を介して

ではあるが、犯罪被害者の同意をとりつけることによって取材の禁止が

解除され、また、犯罪被害者等も取材等中止命令の解除を申し出ること

ができる。 

したがって、規制の強度は事前かつ直罰の方式に比して比較的緩やか

である。 

  ５ このような、取材の自由の憲法上の位置、本件立法の制約の性質・強

度等に鑑みて、本件立法の違憲性は、中間的審査基準、すなわち、立法

目的が重要で、手段が立法目的との間の実質的関連性を有するかで判断

する。  

（１）本件立法の目的は、いわゆるメディア・スクラムから犯罪被害者等

及びその家族等の私生活の平穏を保護する点にある。 

   このような私生活の平穏は、憲法上保障されるプライバシー権の保

護にも関連する非常に重要なものであり、前述した犯罪被害にかかる

取材の重要性を踏まえても、取材等の自由を制約する目的としてふさ

わしいといえ立法目的は重要である。  

（２）本件立法は、報道関係者が取材等中止命令違反に対する罰則によ

って、禁止される取材等を控えるようになるという効果があるから、

前記目的のとの関係で手段適合性が認められる。 

（３）本件立法は一見、報道関係者による犯罪被害者等を取材対象とす
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る犯罪等の取材等を全面的に禁止しているようにみえるものの、本件

制約は（取材活動）－（適正手続の履践）－（取材中止命令）－中止

命令に違反－（罰則）という構造であり既に取材があった後の事後的

規制である。また、このような規制の構造の中で、捜査機関を介して

いるとはいえ、事前に犯罪被害者等の同意を得ることができれば問題

なく取材ができることを踏まえれば、取材を行うことができるため、

全面的な禁止とはいえないし、将来の取材を困難化する効果は限定的

である。 

このような諸点を踏まえれば、本件立法による制約の態様は前記目

的を同程度に達成することができるより制限的でない他の選び得る手

段があるとまでいえず、手段としての相当性も認められ手段の実質的関

連性が認められる。 

６ 以上より、本件立法による取材活動の制限は、憲法２１条１項に違反 

 しない。 

 



小計 配点 得点

報道の自由の意義
博多駅事件判決の参照

4

取材の自由の憲法上の位置づけの指摘 4

制約の認定 2

違憲審査基準の判断枠組み
・自分で設定した取材の自由の位置づけと、制約の態様・強度等の指摘

6

違憲審査基準へのあてはめ・評価 15

明確性の原則の指摘
徳島公安条例事件判決の指摘など

3

あてはめ 6

裁量点 10

合　計 50

予備試験答案練習会（憲法）採点基準表
受講者番号
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憲法 解説レジュメ 
令和２年度 予備試験憲法 

担当講師：弁護士 山中佑介（静岡：山田法律事務所） 

 

第１ はじめに（予備試験の憲法を大過なく突破するのに何が必要か） 

①過去問を解く 

 ・細かめの答案構成だけでも良い 

 ・予備校出している過去問集などに載っている採点基準を参照して何点ぐら

い付きそうか、何を（何のトピック）書いたら大きく点が伸びたか 

 

②問題文を読んで、何が重要なのか（どこに一番点が付きそうか）を見極める

訓練 

 

③採点基準を自分で想像してみる（言い方は悪いですが、試験に限っていうな

らば、点取りゲームであることをしっかり意識する。） 

 ※日頃の演習や過去問集等に付属している採点表を想像する 

 

④必要な知識（暗記を要するような知識）は多くないが、なるべく正確に 

今回でいえば博多駅事件決定の知識があれば一応答案は書ける。 
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⑤時間配分を意識する 

問題読み込み・答案構成 ２０％ 

 論述・８０% 

 ※予備試験の場合、憲法・行政を同じコマで実施する。行政法の問題もある

程度見て、憲法・行政法それぞれに割くことのできる時間を判断する。 

 

⑥時間内で書ける内容を絞るのも一つの戦略（今回でいえば参考答案のように

明確性の原則に関する問題点をバッサリ切る等） 

 

第２ 内容審査についての考え方のヒント 

①誰の人権（憲法上人権として保障されているか（判例・学説の知識） 

 

②その人権はどの程度重要なものか（判例・学説の知識） 

 

③制約の有無 

 

④制約の強さ（人権をどの程度制約するものか） 

事前・事後 
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 内容・内容中立 

 ※規制の内容をよく考える 一見内容中立規制に見えてその実内容規制なの

では？等 

 

⑤判断枠組み設定（なぜその判断枠組みを設定したのか説明する） 

 

⑥あてはめ（差がつくところ） 

 ・判断枠組みをしっかり使う 

 ・規制の構造（仕組み）を意識 

 ・上記仕組みを踏まえ素直に常識から評価して答案に落とし込む 

 

第３ 明確性審査（形式審査） 

   徳島公安条例事件の知識 

    

第４ 出題の趣旨から 

 本問は，犯罪被害者等の私生活の平穏の確保を目的とする取材の自由の制限

について，その憲法適合性を問うものである。 

取材の自由を，関連判例も参照しつつ， 表現の自由との関係で適切に位置付
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けた上で，その制約の憲法適合性に関する判断枠組みを的確に定立し，本問の

立法が憲法に適合するか否かについて，その目的と手段を評価して判断するこ

とが求められる。  

一方で，犯罪被害者等の私生活の平穏の確保は，それをある程度限定的に捉

えるならば，取材活動を制約する立法目的として十分に重要なものでありえよ

う。 

また、犯罪被害者等にはそもそも取材に応じる義務はない。加えて，本問の

立法による処罰は命令の発出を経た段階的なものとなっている。  

他方で，私生活の平穏ということを幅広く理解すれば，取材活動を制約する

根拠としてこれを直ちに承認することは困難である。 

また，基本的には公共性を有するはずの犯罪報道について，本問の立法は，

当該報道の内容や性質，犯罪の種類や犯罪被害者等の立場などにかかわらずに，

取材活動を，取材目的での接触を行うことについてまで，同意のない限り一律

に禁止し，命令違反については刑罰をもって臨んでいる。  

解答に当たっては，以上のような諸点について類型的・具体的に想定をし

て検討することが求められよう。捜査機関を同意確認のための主たるルートと

することの問題性や，犯罪被害者等の心情が時間とともに，また，取材者との

コミュニケーションの中で変化する可能性についても，考慮して論じることが
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期待される。 

※採点委員が知識の量を測ろうとしていないことが分かります。 

 一言でいえば分析と評価をきちんとしていることを示すこと 

以上 
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2024 年 3 月 31 日開催 「憲法」 

 

最優秀答案 
回答者 M.F. 27.5 点 

 

１．本件のような立法による取材活動の制限は、報道関係者が犯罪被害者等に

対し取材等をする自由（以下「本件自由」とする）を侵害し違憲ではないか。 

（１）報道は、編集という知的作業が介在する点で送り手の意見の表明といえ、

また、国民の知る自由に資するという点で、報道の自由は憲法21条1項が保

障する表現の自由の一内容として保障される。 

そして取材の自由について判例は、憲法21条の精神に照らし十分尊重に

値すると述べるにとどまるが、取材は報道の不可欠の前提をなすものである

ため、表現の自由の一内容としてこれも憲法21条1項により保障されると解

する。 

したがって、本件自由は取材の自由として、同項により保障される。 

（２）本件立法は、報道関係者の、犯罪被害者等への取材等を原則として禁止す

るものであり、報道関係者の本件自由が制約されている。 

（３）もっとも、本件自由は無制限に保障されるものではなく、取材対象者の私

生活の平穏等の関係から一定の制約を受けるところ、上記制約は正当化さ

れるか。 

ア．本件自由は、国民に対し、国民の大きな関心事である犯罪被害に関する

情報を提供する前提となるという点で、国民の知る自由に資する。 

加えて、報道関係者が取材活動を通じて自己の人格を発展させていく

という点で自己実現の価値や、犯罪の実情を発信することにより政治に

訴えかけ、民主政の過程に資するという点で自己統治の価値を有する。重

要な権利である。 

しかし、本件自由は、メディア・スクラムが社会的に問題になっている

ように、取材対象者の私生活の平穏との関係で一定の制約を受ける権利

である。 

イ．本件立法は、犯罪被害者等に対する取材のみならず取材目的での接触

をも、事前に、一律に禁止するものであり、規制態様は強度である。 

ウ．そこで、中間審査基準をとり、制約の目的が重要であり、手段が目的と
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の関係で効果的であり、過度でない場合、上記制約は正当化される。 

（４）ア．本件立法の目的は、取材対象となる犯罪被害者等の私生活の平穏を確

保する点にある。犯罪被害者等は何の落ち度もなく悲嘆の極みというべ

き状況にあることも多いにもかかわらず、メディア・スクラムによりその

私生活の平穏が害されることがある点が社会問題として指摘されてきた。

かかる犯罪被害者等の私生活の平穏は保護に値し、かかる目的は重要で

ある。 

イ．（ア）本件立法により、犯罪被害者等に対する取材等は一律に禁止され

るため、報道関係者は、当該犯罪被害者等の同意がない限り犯罪被害者

等に接触することができなくなり、メディア・スクラムも起こり得なく

なるため、これにより犯罪被害者等の私生活の平穏が保たれる。したが

って、本件立法は目的との関係で適合性があり、効果的である。 

（イ）次に手段の必要性について、①犯罪被害者等の同意がある場合は、取

材等は禁止されず、取材等の禁止に違反しても直ちに処罰されるわけで

はなく、また、犯罪被害者等の申出により取材等中止命令は速やかに解

除されるため、報道関係者の不利益は大きくない、②犯罪被害者等の私

生活の平穏を確保するためには取材等を一律に禁止するほかなく、代替

手段はないため、本件立法の手段は必要性があり過度でないとも思える。 

しかし、①について、取材等が原則として一律に禁止された状態におい

て、報道関係者は被害者等に対しいかなる手段による接触もできないに

もかかわらず、被害者等があえて報道関係者一般ないし特定の報道関係

者に対して取材等の同意をする契機はない。そのため、被害者等による同

意はおよそ想定できない。また、取材等中止命令に違反した場合にのみ処

罰されるのであって取材等の禁止の違反が直ちに処罰される訳ではない

という点について、そもそも将来的に処罰される可能性があるにもかか

わらず、その心理的障壁を乗り越えて取材等を行うことは困難であり、処

罰が適正手続の上なされるとしても、この点は報道関係者の不利益性を

緩和する事情とはならない。さらに、取材活動においては、初めは取材対

象者に接触を拒否されながらも、対象者の元へ何度も通い詰めたり、様々

な手段を尽くして、対象者が徐々に心を開いて取材に応じてくれるよう

になるということも多い。それにもかかわらず一切の接触が一律に禁止

されてしまっては、被害者等との関係性を構築することもできないので

あり、被害者等が取材等中止命令の解除を申し出ることもおよそ想定で
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きない。 

上記の通り、本件立法により報道関係者が受ける不利益は大きい。 

次に②について、対象となる犯罪を被害者が死傷していたり、性犯罪な

ど被害者への配慮が特に必要となるものに限定したり、対象となる手段

を被害者等の意思に反して行われる執ような接触や、近隣住民に目立っ

てしまうような複数人での訪問など、被害者等の私生活の平穏を害する

ことが明らかである行為に限定したりすることによっても本件目的を達

成することは可能であり、代替手段がある。 

したがって、本件立法の手段は必要性がなく、目的との関係で過度でな

いとはいえない。 

エ．よって、本件の制約は正当化されない。 

２．以上より、本件立法は報道関係者の本件自由を侵害するため、憲法21条1項

に反し違憲である。 

以 上  
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弁護士 山中 佑介 

個別の判例や学説の理解は現役の受験生である皆様の方が詳しいと思うの

で割愛します。採点をしてみて気が付いたことを書いてみようと思います。 

１ 権利論について 

・「報道機関の取材の自由（の意義）」という命題に対して、表現の自由の

一般論（自己実現・自己統治）の言及に終始している答案が多かった気が

します。 

 答えにくくても問われていることに答える姿勢を大事にした方がいいと

思いました（問題に食らいつく、逃げないで回答しようとする姿勢は採点

者に必ず伝わります。）。 

※判例の理解があれば判例をベースにした自分の考えを示すのが最善です

が、判例の理解がなかったのならば、自分の頭を使って取材の自由がどう

いう自由なのか、どのような重要性を持つのかある程度書いた方がよいと

思いました。） 

２ あてはめについて 

・自分の立てた規範（審査基準）にきちんと対応させて、論じられていな

い答案が散見されました。 

具体的には最も厳格な基準を設定しながら、簡単に目的の重要性や手段 

としての必要不可欠性を認定してしまう答案や、結論の部分できちんと 

「～であるから実質的関連性が認められる」などと書かず尻切れになって 

いるものなどがありました。 

・あてはめが不十分な答案が比較的多かったです。

あてはめとは、単に問題文に現れている事実や規制法令の要素を抽出す

るだけでなく、その意味合いをよく考えて自分なりに表現することです

（事実→評価）。ここに点が付きます。 

  大それたことを書かなくてもいいので、問題文の登場人物（今回でいえ

ば記者であるとか、犯罪被害者の親族等々…）の立場に立って、素直に規

制法令による影響などを考え、それを答案に落とし込むイメージです。 

３ 文面審査について 

  論点として挙げている答案は複数ありましたが、ある程度の内容を伴っ

採点講評 
（２０２４年３月３１日Œ› 憲法）
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た検討がされている答案は１通しかありませんでした。 

  そして、だいたいの答案は、（不十分な）文面審査の検討に時間をとら

れ、メインの論点であると思われる内容審査の検討や記述が薄くなってい

る印象を受けました。 

  限られた時間の中で、どの論点にどのくらい時間を割き、どのくらい書

くかは、ケースバイケースだと思いますが、今回の問題についていえば、

余裕がないと思ったならば文面審査を除外して書くのも一つの戦略だと思

います。 

 

４ 全体について 

 ・①問題提起（論点抽出）、②規範導出、③あてはめの既述の量がとれて

いない答案がいくつかありました。 

 問題にもよりますが、今の司法試験憲法の問題は③がメインに問われる

ことが多い気がします。 

・漢字に対してひらがなが小さく読みにくい答案がありましたがもったい

ないです。 

・文章自体として読みにくい、つまり、文章が論理（と言うと大げさです

が）の積み重ね（つながりが読み取れない）ができていない答案が散見さ

れました。このような文章は、説得力がないです。 

文章と文章のつながりを、読み手に違和感なくわかってもらうよう意識

して書くだけで格段に読みやすくなります（容易に対応できる対策だと思

います。同じことを書いていても印象が違います。）。 

  

５ その他 

  司法試験予備試験（本試験でもそうですが）は相対評価です。 

  受験生は１年間みっちりと勉強をしてきています。知識量はそうは変わ

りません（特に憲法は）。 

その中で、中位から上の得点を取るためには、「問から絶対に逃げない答

案」作成を心がけてください。細かな知識の開陳よりもこれにつきます。 

  答案を見る限り、皆さんは司法試験の問題を解くのに相応のご経験を積

んでいると推察します。 

  であれば、問題文を読んでいるときに、「出題者はここを書いて欲しい

（悩んで欲しい）んだろうな」というような見立てが出来るはずです。 

それに対して何とか頭を使って回答してみてください。そうすれば合格

点がつくはずです。 

健闘をお祈りします。頑張ってください。 



分布 人数
0 0

1～5 0
6～10 1
11～15 1
16～20 11
21～25 8
26～30 1
31～35 0
36～40 0
41～45 0
46～50 0
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